
注 文 書

１ 契約番号 2025001682

２ 件 名 大崎市長選挙・大崎市議会議員一般選挙

選挙公報印刷業務

３ 場 所 大崎市内

４ 期 間 令和 年 月 日～

令和 ８年 ４月１５日

５ 別添書類

(1) 仕様書

(2) 参考明細書

６ 担 当 課 大崎市選挙管理委員会事務局



大崎市長選挙・大崎市議会議員一般選挙選挙公報印刷業務 特記仕様書

１ 納入製品

（１）大崎市長選挙 選挙公報

２ページ，５５，０００部

（２）大崎市議会議員一般選挙 選挙公報

１２ページ，５５，０００部

２ 印刷について

（１）選挙公報は，Ａ３版程度の大きさとし，１ページ４段，１段のサイズは，

よこ２５ｃｍ×たて９.３ｃｍとする。

（２）発注者が引渡す掲載文（写真含む）を，原文のまま写真製版による黒色で

印刷すること。

（３）掲載文は，４月１２日（日）午後５時以降に行う掲載順序のくじ終了後に

引渡すものとする。

（４）掲載順序は，発注者の指示によること。

（５）選挙公報の余白に選挙に関する啓発周知等を登載するものとする。

３ 納品について

（１）発注者の指示により行政区別に梱包し，市内３６５行政区長宅に配送する

こと。

（２）配送は，４月１５日（水）までに完了すること。

（３）地域別配送計画書を受注者において作成し，契約後速やかに提出すること。

（４）行政区別梱包予定数量は別紙のとおりとし，配送先情報については受注者

にのみ提供する。

４ 暴力団等の排除について

（１）この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成２５年

６月１日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認めら

れたときは，契約を解除することがある。

（２）本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下

請負させ，若しくは受託させてはならない。また，この契約の下請負若しく

は受託をさせた者が，排除規則の措置要件に該当すると認められるときは，

当該下請契約等の解除を求めることがある。

（３）この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」

という。）から不当要求又は妨害を受けたときは，速やかに警察への通報を

行い，捜査上必要な協力を行うとともに，発注者へ報告すること。また，こ



の契約の下請負若しくは受託をさせた者が，暴力団員等から不当要求又は

妨害を受けたときは，同様の措置を行うよう指導すること。

なお，暴力団員等から不当要求又は妨害を受け，適切に警察への通報，捜

査協力及び発注者への報告が行われた場合で，これにより，履行遅延等が発

生すると認められるときは，必要に応じて，工程の調整又は履行期限の延長

等の措置を講じる。

５ その他

（１）受注者は，当該業務について本特記仕様書に基づくほか，発注者の指示に

従いこれを履行するものとする。

（２）投票を行う必要がなくなったとき，又は天災その他避けることのできない

事故その他特別の事情があるときは，選挙公報の発行を中止することがあ

る。



記号 名　　　　　　称 仕　　　　様 数量 単位 単　　価 摘  要

市長選挙 選挙公報 用紙代 55,000 部 円

印刷経費 一式 円

配送経費 一式 円

市議会議員一般選挙　選挙公報 用紙代 55,000 部 円

印刷経費 一式 円

配送経費 一式 円

小計 円

消費税相当額 10.00% 円

合計 円

大崎市長選挙・大崎市議会議員一般選挙選挙公報印刷　参考明細書

金　　額
















